
第 3回 厚生労働省 独立行政法人口公益法人等整理合理化委員会

議事次第

日時 :平成22年 10月 19日 (火)14:30～ 17:30

場所 :厚生労働省 6階 共用第 8会議室

1 開会

21議題

(1)病院を管理運営する独立行政法人等からのヒアリング

① (独)国立病院機構          (14:40～ 15:35)

② (独)年金 :健康保険福祉施設整理機構等 (15:35～ 16:30)

③ (独)労働者健康福祉機構      ― (16:30～ 17:25)

(2)その他

3 閉会

(配付資料)

資料 1 (独 )国立病院機構の事業概要               :
資料2 (独 )年金 口健康保険福祉施設整理機構(RFO)における病院の概要

資料3 (独 )労働者健康福祉機構における病院の概要

資料4-1 病院運営独法/取 り組みの視点② (案) (北沢座長提出資料)

資料4-2「調査表」のチ土ック結果と聞き取り候補  (北沢座長提出資料)

資料4-3 今後の取り組みについて (案)     (北 沢座長提出資料)

資料5 病院関係ヒアリング、資料請求について   (松 原委員提出資料)

資料6 公益法人等の議論を中心 (要望)      (結 城委員提出資料)

参考資料 国立病院、労災病院、社会保険病院等二覧

参考資料 独立行政法人 口政府系公益法人等の抜本改革に向けた当面の進め方



資料 1

(独 )国立病院機構の事業概要



○ 政策医療 (※国の医療政策として機構が担うべきもの)の実施機関
※ 結核、重症心身障害、筋ジストロフィー、心神喪失者等医療観察法等他の設置主体では必ずしも実施されないおそ

れのある医療や、国の政策上、特に体制確保が求められる4疾病5事業に対する医療、危機管理対応など

○ 全国病院ネットワークによる人的・技術的二資金的な相互支援を実施しながら、
診療口臨床研究・教育研修が二体となつた事業を展開

0本部 東京
○病院数  二44病院
○病床数(H22)56′ 508床 (全国シェア3.5%)

(一般48′385床、療養156床、結核・感染症3′256床、精神4′ 711床 )

0患者数(H21)入院16′ 161′453人  外来11′ 596′799人

O平均在院日数(H21)28.3日 (全病床)

|○附属施設

19.8日 (一般病床 :筋ジストロフィーロ重症心身障害を除く)

・ 訃拝罫療言FttF~f(431当 F~F)暑護師等養成所(42)(うち助産師養成課程を有する養成所5)、

リハビリテニション学院(1)             .
O職員数 病院管理部門 2′099人

(H22)病院事業部門 48′679人

0予算 (うち国費)(H22)8′ 676(484※ )億円 うち診療事業 7′990(86)億 円
※347億円は、国期間分の退職給付債務である。     | □

・



全国病院ネットウークによる人的 口技術的・資金的な相互支援を実施しながら、

診療・臨床研究・教育研修が一体となつた事業を展開

民間ではアプローチが困難な医療

O国立病院機構の病床シェア

①心神喪失者等医療観察法    734%
厚生労働省の要請に基づき、新型インフ■lE"・ 発生時に

検疲所等へ、延べ医師237名 、看講師282名 を派遣

O災書等における活動

災害医療センターを中心とした全国の国立病院機構
災害拠点病院が国、自治体等と連携し活動

機構病院のDMAT:21病院 60チ ーム

☆新潟中越地震発生直後より医療班を派遣するなど、

継続的に医療支援を実施 35病院 延べ64班 派遣

0国民保護法において、国民のために医療を確保する

法的義務が課されている{国レベルでは当機構と日赤のみ)

国の政策上、特に体制確保が求められる事業

04疾病5事業
がん :60病院  循環器 :50病院
脳卒中 :33病院 驚尿病 :41病院

救急医療 救命救急センター:17病院
救急輸番参加病院 :07病院

災害拠点病院 :17病院  今き地拠点病院 :7病院
周産期医療 総合周産期 :4病院 地域周産期 :14病院
小児医療 Jヽ 児医療拠点病院 :17病院

救急輸番参加病院 :38病院
☆地域医療連携

地域医療支援病院 40病院
紹介率 550% 逆紹介率 441%
地域連携パス実施病院数 :o5病院

O新型インフルニシザ対策

|l②筋ジ不トロフイー

, ③
=症

1●身障害

1 .(医療1必要の高い患者を多く受入)

'C澪核 | |

95 511

38 2%

39.1%

・ |(多剤耐性結核など難治性の患者を多く受入)

0新型インフルエンザワクテン(HlNl)の臨床試験等を、

厚生労働省の要請を受けて、迅速に実施し、有効性・

安全性等を検証。

(短期間で2万人を超える被験者のデータを収集)

→ ワクチン接種回数の決定など医療政策の方針  .
決定に貢献

Oネ ッ トワークを活用したEBMの ためのエビデンス

づくりの推進など臨床現場と一体となった大規模臨

床研究を実施

0入院治験をはじめとする難易度の高い治験など迅速

で質の高い治験を実施

☆過去 3年間に承認された268品 目のうち

約 6割 (154品 日)の治験に参画

0質の高い医師、看護師等の育成
臨床研修指定病院 基幹型 53病院

協力型 116病院

機構独自の専修医制度 (後期研修)

0特定看護師 (仮称)の育成に向けた取組
東京医療保健大学国立病院機構校の開設 (H22.41

0職種横断的な研修の実施
(チーム医療推進のための研修)

0災害医療、EBMの推進などについて、
臨床と一体となった質の高い医療従事者の
研修の実施



《その他ネツトワーク》

【感染症】
二重他39病院

【肝疾患】
長崎医療他38病院

【免疫異常】
相模原他35病院

【骨・運動器疾患】
村山医療他39病院

【血液疾患】
名古屋医療他25病院

【感覚器】
東京医療他14病院

【消化器疾患】
九州医療他32病院

【成育医療】
名古屋医療他36病院

《4疾病 5事業》

【力
'ん

】
大阪医療他59病院
がん診療拠点病院
34病院

【周産期医療】
総合周産期 4病院
地域周産期14病院

1【循環器】
京都医療他49病院

【災害医療】
災害拠点病院
17病院

【小児医療】
小児医療拠点病院
17病院

救急輪番参加病院
小児38病院

【脳卒中】
九州医療他32病院

【べき地医療】
へき地拠点病院
フ病院

【糖尿病】

京都医療他40病院

【救急医療】
救命救急センタ‐

17病院
救急輪番参加病院
一般67病院

【重症心身障害児 (者 )】

南九州他6フ病院

【筋ジス・神経】
静岡てんかん、東埼玉

他64病院

【精神疾患】
久里浜他28病院

【結核・呼吸器疾患】
近畿中央他72病院

【エイズ】
エイズ拠点病院

大阪医療他69病院
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《臨床研究事業 》

質の高い医療従事者の賛成 。確保
・若手医師の育成

臨床研修医714名 、後期研修医等802名 の受入
‐

機構独自の専修医制度 (後期研修946コース)

。東京医療保健大学 国立病院機構校の開設
学校法人との連携により、平成22年4月 開設

全国に先駆けた特定看護師 (仮称)養成の取組

・附属看護学校国家試験合格率 981%(参考)全国平均合格率 93.9%

・認定看護師等の配置
感染管理看護師等認定看護師・専門看護師の配置 95病院 320名

地t或医療に貢献する研修事業の実施/ル出ル】スピヽルズ lに_5ミ 田νヽ ソ も
'lJ7:‖

多ヨPヨにυノプヽ りじ

・地域の医療従事者を対象とした研究会等の実施開催件数 2,378件(H21年度)

職種横断的な研修の実施
・チーム医療推進のための研修の実施 (NST(栄養サポートチーム)、 がん

化学療法、輸血 )

医療安全研修の実施

《危機管理》

◇新型イ ンフルエ ンザ対策
。新型インフルエンザの発生による国家の危機管理に対応するため、厚生労働省
の要請に基づき、検疫所等へ55病院から医師237名 、看護師282名 を他の
医療機関に先んじて迅速かつ継続して派遣

◇災害等における活動
・平成16年の新潟中越地震発生直後より35病院から延べ64の医療班 (医師79名 、

看護師105名 等 合計313名 )を約 1か月に渡つて派遣するなど、継続的に医療

支援を実施

i磁iも筆場輪預尋聯電震
。平成20年6月 岩手・宮城内陸沖地震 他

○国民保護法において、国民のために医療を確保する法的義務が課されている
(国レベルでは当機構と日赤のみ)



(単位 :千円)
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(注)単位未満を四捨五入して表示しております。

運営費交付金は、「救急医療」、「周産期医療」等t特に医療提供体制の確保が求められる4疾病5事業にかかるもの (民

間病院等に対 21年
度決算額 :75

収益総額に対する運営費交付金・補助金の割合は1%程度であり、運営費交付金・補助金に依存した病院運営は行つて
いイェい。
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O

病院の規模・機能の見直し
南横浜病院の廃止(20年 12月 )

病棟の稼働状況に応じた整理口集約
(参考)過去3年 (19～ 21年度)の集約数(延計)55病院 62個病棟 乙674床

病院の自律的運営の確立 (独法化後 )

院長裁量の拡大 (職員配置等)、 原則自己資金による運営、経営努力の評価 (賞与の支給)等

病院支援事業の実施
日本部・ブロック事務所は、国より負託されたミッションを実践するための総合的なプログラム

(戦略)を作成し、戦略の実行と目標を効果的B効率的に達成するためのマネジメントを行う
責任センターとして必要な事業を実施。
1-方、規模そのものは国時代と比べると大幅に縮減。

(参考1)病院支援事業(主なもの)

日本部・ブロックによる共同入札の実施 (大型医療機器、医事会計システムでは4ん6割のコスト削減)

・施設整備企画 (標準仕様を作成し、国時代と比べ、施工費用を約半減)

・診療情報の分析事業の実施
日本部に中央治験審査委員会を設置し、多施設共同治験の一括審査を行うとともに、製薬企業との
窓口となり、各病院への紹介や―括契約を実施

(参考2)本部ロブロツク事務所職員数
国(15年度)388人 → 機構発足時(16年度)291人 → 現在 (22年度)288人
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国の再編成計画 (S61策定)に基づいて、病院の移譲、統廃合を着実に実施

(参考 1)年度 病院数

(参考2)再編成計画推進のために国が講じた措置 (概要)

○ 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律 (再編成特措法)に基づく国立病院 :療養所の資産の減額譲渡

→ 公的医療機関の開設者等が、国立病院・療養所の資産の譲渡を受け、引き続き医療機関を開設する場合の減額措置

地方公共団体
地方公共団体

管理委託を行う場合

地方公共団体以外
(自 赤、学校法人、社会福祉法人等 )

職員の2分の1以上が
引き継がれる場合

無償 無償
9割引

(離島、辺地等は無償)

職員の3分の1以上2分の 1

未満が引き継がれる場合

8害Jヨ |

(離島、辺地等は無償)

8害131

(離島、辺地等は9割引)

7害15分 引
(離島、辺地等は8割引)

職員の3分の■未満が

引き継がれる場合

5害」弓|

(離島、辺地等は7割引)

4害15分引
(離島、辺地等は5割 引)

○ 再編成特措法に基づく施設設備整備費補助及び運営費補助
① 施設設備整備費<補助率1/2期間3年間>
② 運営費補助<補助率1/2又 は1/3期間60カ月>

O再 編成特措法に基づく医師の派遣等
→ 譲渡先の医療機関に対して国立病院・療養所に勤務する医師を派遣するなどの必要な配慮

再編成にかかる税の軽減措置 (登録免許税、不動産取得税、固定資産税・都市計画税 )

社会福祉・医療事業団 (現 :福祉医療機構)による低利融資

7

別の病院数              多醐代 独浅化後

(平成22年 lo月現在)

IB和        平成
61年度  ～ 10年度

11年度 12年度 13年度 14年度 :5年度 16年度 17年度 20年度 21年度 小 計 度

，

誠
舜
ほ

合計

病院数 236 ‐  209 201 181 154 149 146 145 144 143

減少数 計 △ 27 △ 8 、́10 Zゝ 10 △ 15 ∠、12 △ 5_ △ 3 △ 1 △ 1 △ 92 △ 1 △ 93



○ リト公務員化のメリットを最大限活かした地域医療への貢献、病院運営 【法改正後、23年度移

行予定】

Oリト公務員化後の機構のガバナンス強化が図れるよう、国との人事交流のあり方を見直し

【非公務員化に併せて実施予定】

○ 国の再編成計画に基づく病院の統廃合を着実に実施【26年度に善通寺病院と香川小児病院を

統合をもつて完了予定】

○ 個々の病院毎の総合的検証、自治体等地元関係者や患者の状況を踏まえながら、中長期的

視点に立って、病院の機能や規模について必要な見直しを実施【継続的に実施】

○ 診療事業に係る運営費交付金(49億円)のうち、国の医療政策上特に体制確保が求められ

ている救急医療、周産期医療及び災害医療に充てられる費用を除き、30億円を削減
【23年度概算要求】

○ 再編成計画によりt廃止した7病院の跡地を、現物により国庫納付 (57億円(簿価)).
(旧十勝、旧登別、旧西甲府tl日岐阜、旧全沢若松、旧鳥取、旧筑後)

【改正独法通則法の関係法令整備後に実施予定】

○ 国時代長期債務の共同負担等のための拠出金率を現状3%から2.4%へ引き下げ、業務見直
しによる本部・ブロック事務所職員数の更なる縮減【23年4月 実施予定】
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国立病院機構の病院機能等について

1.大規模病院の例

病床規模が比較的大規模であり、救命救急センターや周産期母子医療センターを有するな

ど県レベルの中核病院としての機能を担うとともに、医師不足病院への診療援助を行うてい

る代表的事例として、仙台医療センター (宮城県仙台市)、 加えてNHO研究ネットワークのリ

ーダー病院の機能も担つている長崎医療センター (長崎県大村市)を取り上げる。

台 医 療 セ ン タ

病床数 698床 (一般 650床 、精神 48床 )

【病院特性】                `
災害拠点病院 (基幹)、 救命救急センタ■、エイズ拠点病院 (プ ロツク拠点病院 )、 地域がん

診療連携拠点病院、周産期母子医療センター、地域医療支援病院、重症難病患者入院施設確

保事業、臨床研修指定病院 (基幹 口協力)、 臨床研究部、附属看護助産学校

【特記事項】

・北海道東北ブロック管内の国立病院機構病院の医師不足病院への診療援助を実施。

【11病院へ 1864人 日を派遣 (平成 21年度 )】

・国の責務としてのエイズ救済医療について、東北地方のプロック拠点病院として高度な医

療を提供するとともにブロック内の拠点病院等との連携医療体制を構築する役割を担う。

・宮城県の基幹災害拠点病院として、岩手・宮城内陸地震に際し、発生直後 (1時間 30分
後)に医療班 (6名 )を現地に派遣。

・新人看護師が幅広い看護技術を身に付けるとともに現場適用を促すため、院内外で行う新

たな卒後ローテニション研修をモデル的に実施

崎 医 療 セ ン タ

病床数 643床 (一般 610床、精神 33床 )

【病院特性】

災害拠点病院 (基幹)、 救命救急センター、総合周産期母子医療センタニ、小児医療拠点病院、

肝疾患診療連携拠点病院、地域がん診療連携拠点病院、地域医療支援病院、

臨床研修指定病院 (基幹・協力)、 臨床研究センター

【特記事項】

・長崎県唯一の救命救急センター。    
′

・長崎県ドクターヘリの基地病院として、急患の現場での治療や重症救急患者の搬送支援。

海上自衛隊ヘリ、防災ヘリによる離島急患ヘリ搬送患者の受入れ。

・総合周産期母子医療センターとして県内最大の新生児集中治療室 (NICU)と 県内唯―の母

体胎児集中治療室 (MFICU)を有し、県内で発生する母体搬送 (ハイリスク妊婦の救急搬送)

の半数以上を受入れ。

・WHOに 協力して研究、情報交換などを行う「WHO肝 炎協カセンター」の指定を受け、国

際医療協力に貢献。

・肝疾患分野における NHO研究ネットワークのリーダ‐病院として研究を統括。

・長崎県からの要請により離島への診療援助の実施。【178人日を派遣 (平成21年度)】

・九州ブロック管内の医師不足病院への診療援助を実施Ъ【24人日を派遣 (平成21年度)】



,

2.旧国立病院の例

病床規模が比較的中規模の病院のうち、特定分野 (がん)で専門性を発揮している病院と、

救命救急センタニや地域医療支援病院に指定されるなど地域の中核病院として機能を担う病

院の代表的事例として、四国がんセンター (愛媛県松山市)、 浜田医療センター (島根県浜田市)

を取り上げる。                                   1

国 が ん セ ン タ

405床 (一般 376床 、ICU4床 、緩和ケア 25床 )

【病院特性】

都道府県がん診療拠点病院

がん相談支援情報センター

臨床研修指定病院 (協力)

臨床研究音「

【特記事項】

・入院患者中のがん患者が 9割以上を占めるがん専門病院

・がん診療全般に携わるため、PET― CTをはじめとした最先端の診断機器と高精度放射線治療

装置などを導入するとともに、通院治療室や緩和ケア病棟を設置。
・抗がん剤などの新薬の治験を多数実施 し、機構内の治験をリー ド。

・機構のがん専門病院との連携に留まらず、全国の高度がん診療施設と常時情報交換を行い

ながら診療機能を維持向上し臨床研究の推進に努める。

・がん (一般)分野における NHO研究ネットワークのリニダー病院として研究を統括。

田 医 療 セ ン タ ー

365床 (一般 361床 、感染症 4床 )

【病院特性】

救命救急センター、地域 が ん 診療 連 携 拠 点病 院 、小児医療拠点病院、へき地拠点病

院、地域医療支援病院、重症難病患者入院施設確保事業、臨床研修指定病院 (基幹)、 附属看

護学校

【特記事項】

・島根県及び浜田市と緊密な連携のもと、島根県西音1の 中核病院としての機能を担う。
・救 命救 急 セ ンター を拡 充 して 島根 県西部 で唯 一の 二次 救 急 に 対応
・緩 和 ケ ア 病 棟 の設 置 や 島根 県西 部 地 区で は唯 一 PET― CTの 検 査 を実 施 す る

な ど、地 域 が ん診 療 連 携 拠 点病 院 と して高 度 ながん 医療 を提 供
・ 重症難病患者入院施設確保事業に協力

・看 護学 校 で は 、国立 病院 機 構 が 担 う医療 の特 徴 な どを盛 り込 ん だ カ リキ ュ

ラム に よ り看護師を養成 (国 家試 験 合 格率 1000/o)



3.旧国立療養所の例

結核、重症心身障害、筋ジス トロフィー、心神喪失者等医療観察法を含む精神科医療等、

他の設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療を担うている代表的事例として:

東埼玉病院 (埼玉県蓮田市)、 肥前精神医療センター (佐賀県神埼郡)を取り上げる。

552床 (一般 252床、重症心身障害 80床、筋ジス トロフィー120床、結核 100床 )

【病院特性】

エイズ中核拠点病院

県難病相談・支援センター

重症難病患者入院施設確保事業

臨床研修指定病院 (協力)

臨床研究部

【特 記 事 項 】

・呼吸器t神経 口筋疾患に関する専門的医療を提供。      、

・結核病床は、県内最多であり県の結核医療の中心的存在。

・神経・筋疾患分野における NHO研究ネットワークのリーダー病院として研究を統括。

前 精 神 医 療 セ ン タ

557床 (重 症 心 身 障 害557床 (重 症 心 身障 害 80床 、精 神 477床 )    .   ′

病 院 特性 】
1医

療観 察 法病 棟 (33床 )

精 神科 3次 救 急 ・
小児 思 春期 専 門病 棟

臨 床研修 指 定 病院 (協 力 )

臨 床研 究部

特 記事 項 】
口県 内最大 の精 神科 医 療 機 関

・精神科救急、精神科リハビリテーションtアルコール・薬物依存、認知症、神経症、精

神科身体合併症、司法精神医学など現代の精神科医療に求められるほとんどの機能を有

するわが国でも数少ない多機能 (オールラウンド)型精神科医療機関
・小児・思春期病棟 (40床 )、 重症心身障害病棟 (80床 )

・テレビ会議システムを用いた機構内の多施設連携研修を実施 (花巻、久里浜、小諸高原、

東尾張、賀茂、菊池、琉球との連携)

・精神分野におけるNHO研究ネウトワークのリーダー病院として研究を統括。

東 病埼 玉



資料2

(独 )年金・健康保険福祉施設整理機構 (RFO)
における病院の概要  _‐ ■|



_目 的

役員

役職員の身分

法人の業務

法人の運営費

国庫納付金

機構の解散

設立年月日

務員とみなす。

年金の保険料等を財源に設置した宿泊・保養施設、病院等の施設 (年金福祉施設等)の譲渡等の

業務を行うことにより、これらの施設の整理を図り、もつて厚生年金保険事業、国民年金事業及び

全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の適切な財政運営に資することを目的とする。

理事長1人、理事1人 (非常勤)、 監事2人 (非常勤)を置く。
‐※役員4人 (民間人)、 職員33人 (民間人22人、国からの出向者11人 )(平成22年4月 1日現在)

リト公務員とする。ただし、役職員に守秘義務を課すとともに、刑法等の罰則の適用については公

・年金福祉施設等の譲渡又は廃止を行うこと。

・年金福祉施設等の譲渡又は廃止を行うまでの間、年金福祉施設等の運営及び管理を行うこと。

・上記業務に附帯する業務を行うこと。

法人の運営費は、全て年金福祉施設等の譲渡により生じる収益により賄う。(国からの補助金・交
付金等の財政支出はない)

毎事業年度、年金福祉施設等の譲渡により生じた収入から、事業運営に必要な経費を控除した

残余の額を、国の特別会計に納付する。■

機構は、設立後7年を経過した日に解散することとし、その資産及び債務は、解散の時において国

が承継する。
※平成22年8月 に成立した「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律」(平成22年法律第48号 )にお

いて、RFOの存続期間が2年間延長
`設

立後5年を経過した日(平成22年 10月 1日 )に解散することとなつていたが、設立後7年を経過した

日(平成24年 10月 1日 )に解散することとなつた。

(機構法改正の
経緯)

平成21年の政権交代により、病院の設置目的等の類似する社会保険病院及び厚生年金病院等の運営主体を原則として統合し、運営の

効率化と安定化を図るため、(独)地域医療機能推進機構を設立する法案が提出されたが、第174回 通常国会 (平成22年 )において審議
未了のため法案は廃案。

第175回 臨時国会 (平成22年 )においてRFOの設置期限を2年延長する法案が成立した。                ―

平成1フ年10月 1日



年金福祉施設等
の整理合理化の

概念図

譲渡実績

(注 1)当機構において評価替をした低価法に基づく簿価

(注 2)政府出資時の価格

平成22年 8月 をもつて、譲渡対象とされた全ての年金福祉施設等の譲渡を完了.

国庫納付金納付状況

(単位 :百万円)

平成18年度

平成19年度 22,950

平成20年度 40,319

平成21年度 48:581

平成22年度 89,178

国庫納付金累計額 202,316

2

施設の譲渡・廃上に伴う特別会計等の清算

特別会計の清算

対象118会計

清算金16,734百万円を収受見込み
(うち清算済109会計の清算金8,505

百万円をすでに収受済み)

公益法人の解散 44法人



○社会保険病院等の担つている機能ノ事業の特色

主に昭和20年代に、健康保険の保険料や年金保険料を財源として、政府管掌健康保険の被保険者や厚生年金の障害年金受
給者等のために設置。
地域医療を担い、4疾病5事業やリハビリテーションをはじめとしてt地域住民にとつて不可欠な医療を提供するとともに、介護事業

も実施。

(社会保険浜松病院については平成21年 10月 に売却済み。)

3

【平成21年 3月 6日 付厚生労働大臣通知】
厚生労働省において、地域医療の確保を図る観点に立って、各社会保険病院が地域医療に果たしている機能を踏まえつつ

※上記厚生労働大臣通知に基づき、厚生労働省より通知があつた社会保険病院等は、社会保険浜松病院のみ。

【中期目標(抜粋)】

1効率的な業務運営体制の確立
施設が譲渡又は廃止されるまでの間の施設運営についてはt公益法人等今の委託により行うこと。JJLEス ″

“

釈慇 ´u●・″嘔ュLC=4レυ い ヽ V′ l口lV′ 7Jしロスだ
=Fヨ

:‐ ″ υ・ ヽ ld・、Aコ
=′

コ嘔′ヽ 7r｀ V′ 3て ●L:‐ い ツ 1』 ノ‐ CI。

なお、この場合の委託契約の内容は、機構設立前に社会保険庁が委託していた公益法人との契約内容を基本とすること。

委託先公益法人等 病院名

(社)全国社会保険協会連合会 社会保険中央総合病院等51病院

(財)厚生年金事業振興団 東京厚生年金病院等7病院

公益社団法人地域医療振興協会 東京北社会保険病院

岡谷市 健康保険岡谷塩嶺病院

(財 )平成紫川会 社会保険小倉記念病院

公立紀南病院組合 社会保険紀南病院



4



政府管掌の健康保険や厚生年金保険の被保険者等の健康の保持増進のため、国が設置し、
当社団法人全国社会保険協会連合会 (全社連)が運営受託してきた病院。

平成20年 10月 、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構 (RFO)に出資されたが、RF
Oとの委託契約に基づき、引き続き全社連が受託している。

社会保険病院等は地域医療を担い、4疾病5事業等地域に不可欠な医療を提供している。

○本部 東京
○病院数 51病院
○病床数 (H22)14′ 118床 (一般13′663療養161結核・感染症248精神46)
○患者数(H21)入院 3′ 594′130 外来 6′ 667′ 213

0平均在院日数(H21)16.2日
○付属施設 ・ 介護老人保健施設 (28所 )・ … 28病院に併設。

・ 看護師学校(7所)・ … 7病院に併設
○職員数 病院管理部門  580.0人 (介護老人保健施設等含む)

(H22)病院事業部門 24,336.0人 (介護老人保健施設等含む)

○予算額 (うち国費)(H22)総収益 2,839億円(1.9億円)(※ )

(※ )国からの財政支出である臨床研修費補助金及び地域診療情報連携推進費補助金は、他の病
院と同様の地位にある病院として補助を受けている。

5



1.公的医療機関としての取組み             =

(1)地 域医療の積極的な展開

① 4疾病への取組み  がん拠点病院・緩和ケア病棟:7施設 脳卒中:42施設

急性心筋梗塞:32施設 糖尿病:49施設

② 5事業への取組み  救急医療:5o施設 災害時における医療:28施設 へき地の医療:10施設

周産期医療:18施設  小児医療 (′1ヽ児救急医療を含む):19施設

”
①

②

③
　
”

＜

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

＜

医療施策上の要請に対する取組み
    海道社会事業協会岩内病院 17施設32名派遣緊急臨時的医師派遣の協力 社会福祉法人北

新型インフルエンザベの対応 成田及び関西空港検疫所への医師t看護師の派遣  ・
フオリピン人及びインドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れ

① 共同研究成果の提供
. 社会保険病院におけるDPCに関する調査研究、医師の病院業務の実態に関する調査研究 他

② 生活習慣病予防健診及び特定健診口特定保健指導事業の積極的な実施

③ 医療安全対策事業「医療有害事象・対応指針～真実説明に基づく安全文化のために」の公表

6



2.グループ病院としての取組み

(1)医療の買の向上に対する取組み
① 研修事業

職種別、職階別に職員に対する研修を実施 (年間約50コース)

② 共同研究事業

施設横断的に研究班を設置、共同で調査研究を実施6(年間約6課題)

,「生活習慣病の,次予防に関する研究」(38病院参加)

③ 検査精度管理事業

全国同■の管理物質を使用し、施設間差の掌握や分析口解析を行いt健診等の精度を高め適切に管理

④ 日本社会保険医学会の開催

毎年(全社連、厚生団及び船保会の3団体共催で、病院事業を対象とした学会を開催     :
⑤ 社会保険病院総合情報システム(SIMTIS)の 導入

1 社会保険病院等と全社連本部を専用回線でネットワァク化し1診療データ、特定健診データ等を集中管理

(2)経営支援に関する取組み
① 経営不振病院に対する支援      _

日経営悪化が著しい病院に対する現地経営指導調査。
・運営資金及び整備資金の貸付。         :
口老朽施設の自主整備及び医療機器整備について資金調達の支援。 i
※経営不振でかつ、地域医療に貢献困難と判断した社会保険浜松病院については、国と協議のうえ平成22年3月 31日をもつて廃止。

② 共同購入事業
'医薬品4:461品 目についてスケールメリットを活かした共同入札を実施。

③ 医師及び看護師確保対策
‐

・ 医師については「研修医及び医学生のための臨床研修指定病院合同セミナー」への参加や医師転職サイトの
活用を支援:また、病院間で医師不足となつている病院に対し、相互に調整のうえ、医師の派遣を実施。

・ 看護職員については病院見学会、パンフレット作成、新人卒後臨床研修を実施。また社会保険病院間の韓勤調
整を支援。



地域の中核である社会保険病院に併設し、利用者に対して医療と介護を切れ日のな

いトータル的なサービスを提供している。

O介護老人保健施設は平成6年から全国に28ヶ所設置。

○提供するサービス

・介護保険制度の中心的な施設として、要介護者への包括的ケアサービス、リハビリ

テーション等の提供。

・居宅サービスとして、短期入所療養介護、通所リハビリテーション、介護予防及び居

宅介護支援事業等。
○入所定数 2′676人  通所定数 980人

○職員数 (H22.4)1′ 782.0人 (正規職員 1′384,0人  嘱託職員 398,0人 )

○予算額 (うち国費)(H22)総収益 145億円(うち国費 なし)

母体病院と連携し、看護師を養成する施設。全国に7か所配備。

O定員数 885人

○職員数(H22.4)  92.9人 (正規職員  79.0人  嘱託職員
○予算額 (うち国費)(H22)収入合計 11.5億円(0)

13.9人 )
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平成14年 ○ 医療制度改革の際に、厚労省の指針『社会保険病院の在り方の見直しについて』にお
いて、社会保険病院の経営改善計画(H15年度～H17年度)を実行すること、整理合理
化を図ること、社会保険病院の施設整備費について保険料財源が投入されないこと(※ )

とされた。
(※ )保険料財源による社会保険病院等の整備については、平成14年度以降縮小し、平成17年以降は完全に停止。

平成16年 〇 年金制度の改正の際に、与党(当時)年金制度改革協議会において、厚生年金病院の
整理合理化を図ることが合意された。

○ 与党 (当 時)年金制度改革協議会において、厚生年金病院の施設整備費についてt保

険料財源が投入されないことが合意された。

平成 17年 O RFO法の附帯決議で、「厚生年金病院の整理合理化計画については、地域の医療体
制を損なうことのないように、十分検証した上で策定すること」とされた。

平成20年 ○ 与党 (当時)社会保障政策会議において、社会保険病院と厚生年金病院をRFQへ出
資することが与党 (当 時)により合意された。 (4月 )

○ 社会保険病院と厚生年金病院がRFOへ出資された。(10月 )

平成21年 独立行政法人地域医療機能推進機構法案が提出された。

社会保険浜松病院が医療法人今譲渡された。

○

○

平成22年 ○ 独立行政法人地域医療機能推進機構法案が廃案となった:

○ 良FOの存続期間を、平成22年9月 末から平成24年 9月 末まで2年間延長するRFO
法の一部改正法が成立した。 10
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O新給与制度 |

・職員の給与の決定権を会長から施設長に委任
・公務員に準処せず、各施設が自立的、効率的な経営が可能となる給与 制度
・職員の役割の達成状況(評価制度)及び施設の業績等を反映する給与制度

年度黒字を目指す:
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厚生年金保険の被保険者及び受給者並びにこれらの者の家族の福祉を増進するため、国(社会保険

庁)が昭和20～ 30年代設置し、当財団法人厚生年金事業振興団が運営受託してきた病院。

平成20年 10月 、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構(RFO)に出資されたが、RFOの所有

する病院として、RFOとの委託契約に基づき、当団が引き続き運営している。

地域医療を担い、整形外科はじめ、リハビリテーションや4疾病5事業など、地域住民に必要な医療と

ともに介護サービスを実施している。

○本部 東京

〇病院数  7病 院 (3総合病院と4専門病院)

O病床数(H22)2′803床 (一般 2′521床 、療養 282床 )

○患者数(H21)入院 800′687人  外来 950′ 070人

○平均在院日数 (H21)18,9日 (総合病院 14.2日 専門病院 46.5日
)

○付属施設
口看護師養成施設 (東京・大阪2施設 )

・ 保養ホーム (3施設 )・ … 3専門病院に付属。病院と連携し、家庭へ早期の復帰を目指す。

O職員数 病院管理部門   80人
(H22)病院事業部門 4,630人

本部日付属施設  122人 {うち本部 37人) |
○予算 (うち国費)(H22)545億円(0.9億円(※ ))

(※ )国からの財政支出である臨床研修費補助金及び地域診療情報連携推進費補助金は、他の病院と同様の地↓ 位にある病院として補助を受けている。



療

地域医療やリハビリテ…シヨンに特化した医療の提供

厚生年金病院(7病院)は、戦後、整形外科の先駆的病院としてスタート。  |
その後、疾病構造や地域医療需要の変化に対応し、地域の中心的な医療機能を担う0総合病

院とリハビリテーションを主とする4専門病院として発展。

(2)医 療の質の向上のための取組
①チーム医療の推進 ②看護師の臨床研修
③リハビリ技術の専門指導  ④外国人看護師候補者の受入

(3)他 病院や診療所との連携
① 周辺医療機関との医療連携パスの導入口拡大  ② 在宅介護事業の展開

(4)地 域の保健福祉への寄与
地域住民を対象として 脳ヽ卒中予防、糖尿病予防教室等を開催

(1)

3総合病院
(東京、大阪:九州)

4専門病院
(登別、湯河原、玉造、湯布院)

O従 来の整形外科を主としつつ、地域の中心的な医療
機能を担う。

04疾病5事業などへの取組み
|・救急医療、小児医療、産科口周産期医療
'・ がんt心疾患、脳卒中
・地域医療支援病院

Oリハビリを主とした特色ある医療を提供b

O整 形外科、回復期リハビリ、人工関節置換術、
地域のリハビリ支援を中心 6

14



(1)医 療スタツフの派遣による必要な医療機能の確保

医療スタッフの確保に困難が生じてぃる登別、湯河原病院に、東京t大阪、九州病院から、

医師、看護師を定期的に応援派遣。

(2)財 政調整による7病院全体での健拿な経営維持

毎年度赤字を生じている登別、湯河原病院に対し、7病院全体での財政調整を実施。

(3)医 療事務 0事務管理の効率化

日本部主導により電子カルテ、オニダリングシステムを導入。

・ 全病院共通の人事給与、財務会計システムを運用。 :          :

(4)研 修の実施による職員の資質向上

・ 各病院の看護師の共同研修

・ 全職種横断的フォ=ラムの実施

・ 管理職員のマネジメント研修の開催

15



厚生年金病院独自に質の高い見識を備えた看護師を養成することにより、看護師不足への対応及

び医療提供体制の充実を図る。卒業生の厚生年金病院への就職率は8割。また卒業後1年間、必要

な看護実践技術を習得する臨床研修看護師制度を実施している。

○定員数 東京 40人、大阪 40人

○職員数(H22)22人 (うち、非常勤3人 )

0予算額 (うち国費)(H22)2.6億円(0)

16



※ 金額は千円
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平成16年 〇 年金制度の改正の際に、与党 (当時)年金制度改革協議会において、厚生年金病

院の整理合理化を図ることが合意されたし

○ 与党 (当 時)年金制度改革協議会において、厚生年金病院の施設整備費について

保険料財源が投入されないことが合意された。

平成17年 O RFO法の附帯決議で、「厚生年金病院の整理合理化計画については、地域の医

療体制を損なうことのないように、十分検証した上で策定すること」とされた。

平成20年 ○ 与党 (当 時)社会保障政策会議において、社会保険病院と厚生年金病院をRFOヘ

出資することが与党 (当 時)により合意された。 (4月 )

○ 社会保険病院と厚生年金病院がRFOへ出資された。(10月 )

平成21年 独立行政法人地域医療機能推進機構法案が提出された。○

平成22年 独立行政法人地域医療機能推進機構法案が廃案となつた。

RFOの存続期間を、平成22年9月 末から平成24年9月 末まで2年間延長するR

FO法の二部改正法が成立した。

○

○

18
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平成10年度以降、病院の経営改善に関する検討委員会を設置し、以下の経営改善方策を

実施。         |
(1)人事給与制度の見直し (平成16年 )

独立採算制をより明確にした事業運営を推進するため、公務員準拠型から実績・能力

重視型体系に移行。

(2)退職金の見直し (平成16年 )

在職年数比例から、人事考課等の評価を加味したポイント制に移行。

(3)会計監査の強化 (平成15年 )

・業務指導と監査を一体的に行つていたのを分離し内部会計監査機能を強化。

・平成15年度から会計監査法人による監査を実施。

(4)人員体制の見直し (平成22年 )

今年度、会館等宿泊関係施設のRFOによる売却が完了したことに対応し、本部の組織・

定員(職員49人→31人)を縮小し、病院経営に特化した体制に変更。

19
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○独立行政法人地域医療機能推進機構法案に示された方向に沿つて、フ病院を平成24

年度までに同機構へ移行する準備を本部と病院が一体となつて進めてきたところである

が、同法案が廃案となつたため、準備作業を中断し、今後の推移を見守つている状況で

ある。

〇現在、RFOの 2年間延長という暫定的な状況のなかで、病院の医師 E看護師等の確保

が難しくなりつつあるが、当団としては、将来の安定的な受け皿の方向が示され、円滑

な移行がなされるまでの間、引続き良質な医療サービスの提供と健全経営の維持に取

り組んでいきたい。
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